
校
規
の
諭

書
と
評
議

員
規
程
・

鰍臘輔糊
員
服
務
細

則
・
描
任

教
室

規
程

明
治
天
皇

御
異
例
と

螂
鯛
鮒
伺

教
育
勅
語

發
布

第
二

十
周
年
記

念
式

杉
山
教
授

在
職
二
十

年
祝

賀
倉

創
立
第

二
十

周
年
記

念
式

剛
毅
木
説

諭
是

非

而
し

て
學

校
當

局
に

於
て

は
、

一
一

一
十

九
年

六
月

十
一

一
一

日
、

評
議

員
規
程

を
設
け
、

同
六
月
十

一
一
一
日

、
教
授
會

規
程
を
定

め
、
同

十
一

月
七
日
、
事
務
員
服
務
細
則
を
作
る
等
、
大
い
に
内
容
の
改
善
に
力
め
た
の
で
あ
る
が
、
四
十
年
一
一
月
一
一
十
八
日
の
教
授
會
に
於
て

は
、

風
紀

取
締

品
性

陶
冶

の
件

に
關

し
て

討
議

し
、

松
浦

校
長

は
、

先
般

保
證

人
廃

止
に

件
ふ

師
弟

間
の

情
誼

を
厚

う
す

る
爲

に
、

そ
れ

に
代

る
べ

き
何

等
か

の
方

法
を

講
じ

た
い

と
内

意
を

漏
し

、
諸

教
授

よ
り

は
、

従
来

の
監

督
は

殆
ど

効
用

な
き

こ
と

、
禁

酒
問

題
の

實
行

難
な

る
こ

と
、

生
徒

に
は

可
成

干
渉

的
虚

置
は

行
は

ざ
る

こ
と

、
生

徒
監

督
訓

育
の

方
法

と
し

て
は

、
保

證
人

に
代

る
べ

き
も

の
と

し
て

、
生

徒
等

の
総

故
あ

る
教

官
を

求
め

て
、

教
官

に
依

頼
し

、
父

兄
の

書
状

を
持

ち
、

教
官

の
承

諾
を

得
て

届
出

づ
く

含
こ
と
等
の
意
見
が
出
て
、
こ
の
方
法
等
の
取
調
起
草
委
員
と
し
て

、
投
票

に
依
り
て

七
名
に
依

頼
し
、
三
月

七
日
の

教
授
會
に
於

て
は

、
由

比
教

頭
よ

り
、

教
務

課
に

於
て

作
成

せ
る

案
文

に
就

き
、

如
上

の
委

員
會

に
於

て
討

議
せ

る
結

果
を

發
表

し
、

更
に

検
討

し
た
後
、
擴
任
教
官
規
程
一
一
催
を
定
め
た
。
又
、
九
月
十
一
日
の
教
授
會
に
於
て
は
、
校
長
よ
り
，
入
墨
宣
誓
の
式
を
慶
し
て
、
本

年
よ

り
賞

行
す

る
こ

と
に

定
め

た
が

、
宣

誓
箇

條
は

、
そ

の
ま

夢
存

在
す

ろ
を

以
て

、
尚

十
分

に
服

贋
誤

解
な

か
ら

し
め

た
し

、
と

通
知
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
而
し
て
由
比
教
頭
の
剛
毅
木
衲
論
（
第
百
二
十
九
號
）
が
紙
上
を
飾
る
か
と
思
へ
ば
、
第
百
一
一
一
十
四

『
ｂ

號
（

四
十

一
一

一
年

一
一

月
一

一
十

八
日

發
行

）
に

は
、

「
新

し
い

地
盤

に
立

て
」

と
題

し
て

、
「

剛
毅

朴
調

を
骨

董
屋

の
土

蔵
の

中
に

葬
っ

て

終
い
た
い
と
恩
ふ
」
ど
叫
ぶ
者
も
出
て
ゐ
る
が
、
四
十
三
年
十
月
十
日
に
は
、
創
立
第
一
一
十
周
年
記
念
式
を
筆
行
し
て
、
來
賓
総
代

細
川
侯
爵
の
懇
篤
な
る
祀
詞
が
あ
り
、
十
月
三
十
日
に
は
、
教
育
勅
語
發
布
第
一
一
十
周
年
記
念
式
を
筆
行
し
て
、
川
路
熊
本
縣
知
事

の
推

學
せ

る
菊

池
郡

城
北

小
學

校
長

菊
川

熊
太

郎
氏

の
、

小
學

校
教

育
に

關
す

る
懇

切
に

し
て

趣
味

深
き

講
話

が
、

龍
南

人
に

大
い

な
る

感
激

を
以

て
傾

轤
せ

ら
れ

た
こ

と
、

十
一

月
三

日
の

杉
山

教
授
在

職
廿
年
腿

賀
會
、
四

十
四
年
五

月
十
九
日

に
於
け
る

校
風

及

び
集

會
新

規
則

に
關

す
る

臨
時

漬
説

會
、

四
十

五
年

一
一

月
某

日
、

縣
臓

に
於

け
る

熊
本

畢
生

保
護

會
議

等
も

、
絃

に
記

す
べ

き
事

柄

第
一

章
第

五
高

等
學

校
前

期
二
七

○

起
る

、
憂

悶
、

寂
婁

は
宗

教
の

呪
咀

と
成

り
、

同
情

の
敵

覗
と

成
っ

て
、

何
慶

迄
も

、
自

己
を

護
展

さ
し

て
行

か
ね

ば
な

ら
ぬ

。

何
や
ら
重
い
重
い
無
形
の
鉛
が
、
青
年
の
心
を
塵
し
付
け
る
。
之
を
排
除
し
て
特
立
潤
歩
、
孤
影
を
天
地
人
間
の
巷
に
投
じ
て
、

『
ｂ

捲
く

迄
、

其
の

隻
影

の
印

象
を

躯
く

せ
ね

ば
已

ま
い

。
（

下
略

）

と
。
又
「
潤
座
偶
語
局
一
□
に
は
、

○
賞
に
や
英
雄
崇
拝
の
風
地
を
梯
ひ
、
上
下
皆
随
劣
な
る
自
意
識
の
中
に
窒
居
屈
座
し
て
、
以
て
自
我
の
發
展
と
呼
ぶ
・
億
自
我

か
自

我
か

。
彼

等
貧

弱
な

る
識

と
偏

狭
な

る
才

と
を

以
て

憐
れ

む
可

き
自

我
を

伸
さ

ん
と

す
。

と
論
難
し
、
第
百
一
一
一
十
號
（
四
十
一
一
年
一
一
一
月
一
一
一
十
一
日
發
行
）
の
「
龍
南
時
言
」
に
は
、

○
自

然
主

義
讃

美
の

鑿
は

攻
撃

と
共

に
梢

屏
息

せ
る

も
の

輯
如

し
、

論
議

に
倦

み
た

る
に

や
・

只
此

の
主

義
が

天
下

青
年

の
思

潮

感
情

を
支

配
せ

る
事

は
確

に
一

の
事

實
也

、
而

し
て

吾
人

之
を

悲
ま

ず
、

時
代

思
潮

推
移

の
過

渡
期

に
晃

か
る

べ
か

ら
ざ

る
現

象
た
れ
ば
也
・

で
あ

ら
う

。

明
治
天
皇
御
異
例
に
就
い
て
は
、
七
月
一
一
十
一
一
一
日
、
松
浦
校
長
の
名
を
以
て
、
宮
内
大
臣
宛
、
「
謎
ミ
テ
天
機
ヲ
伺
上
奉
ル
右

第
一
章
第
五
高
等
學
校
前
期

二
七
一

か
く
し
て
時
代
は
、
明
治
よ
り
大
正
に
移
っ
て
行
っ
た
。

第
七
節
御
大
葬
と
桃
山
御
陵
參
拜
附
獻
木
竝
に
皇
太
后
陛
下
の
御
大
葬

『‐－０ｒ、■■．．｜■■ｒＰ０ｌｑ－△■Ｐｌ■』■●，‐■■▽・ＢＢｎ小仙Ｌ■■・巳Ｐ０ｐＬロ日田Ⅱ■刀佃らＩりし。｜ＵＪＣ公■ｌＩＣ〃て■□ｐ７Ｉ０ｑＤＥｐも６，■ロ■Ｐ’七口■■□且■ケ』印■丁字■ロ日■▽巳■ｆ■■■■ｂ■●■■■■■且、■ｂＤＤＬ７ｂ■■７６７０．５
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崩
御
と
遥

拝
式

而
し
て
そ
の
翌
日
の
掲
示
は
、

尚
心
當
リ
ノ
滞
熊
中
ノ
生
徒
ヘ
ハ
傳
逵
ア
リ
タ
シ

と
云
ふ
通
知
を
出
し
、
一
般
の
生
徒
に
對
し
て
は
、
同
日
、
校
長
の
名
を
以
て
、

天
皇
陛
下
本
日
午
前
零
時
四
十
一
一
一
分
御
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
ク
ル
一
一
付
職
員
及
在
熊
生
徒
直
二
登
校
シ
校
内
一
一
於
テ
護
ミ
テ
遥
拝
式
ヲ

學
行
セ
リ
各
自
深
ク
哀
悼
ノ
誠
ヲ
效
シ
臣
民
ノ
儀
表
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
最
ム
ペ
シ

と
注
意
を
與
へ
て
ゐ
ろ
。
か
く
て
九
月
十
一
一
百
の
御
大
葬
遥
拝
式
に
關
し
て
は
、
九
月
九
日
、
校
名
を
以
て
、
左
の
如
く
掲
示
を
爲

第
一
章
第
五
高
等
學
校
前
期

二
七
二

宜
シ
ク
御
執
奏
ヲ
乞
う
」
と
、
皇
后
官
職
大
夫
宛
、
「
天
皇
陛
下
御
不
例
一
一
付
謹
ミ
テ
皇
后
陛
下
ノ
御
機
嫌
ヲ
伺
上
泰
ル
宜
シ
ク
御

取
計
リ
ヲ
乞
う
」
と
、
東
宮
職
大
夫
宛
、
「
天
皇
陛
下
御
不
例
一
一
付
謹
ミ
テ
皇
太
子
殿
下
ノ
御
機
嫌
ヲ
伺
上
奉
ル
宜
シ
ク
御
取
計
リ

ヲ
乞
う
Ｌ
と
電
報
を
以
て
、
天
皇
皇
后
雨
陛
下
竝
に
皇
太
子
殿
下
の
御
機
嫌
伺
の
執
奏
を
依
頼
し
、
職
員
生
徒
總
代
の
名
を
以
て
、

榊
宮
司
臘
宛
、
「
本
校
職
員
生
徒
一
同
護
ミ
テ
天
皇
陛
下
ノ
御
平
癒
ヲ
大
廟
一
一
祈
り
奉
ル
幣
帛
料
十
五
圓
奉
納
ス
宜
シ
ク
御
取
計
リ

ヲ
乞
う
」
と
電
報
を
震
し
、
明
日
、
そ
の
旨
生
徒
に
も
通
知
し
、
且
、
「
官
報
新
聞
紙
等
一
一
テ
御
寒
態
ヲ
拝
承
シ
日
夜
誰
ミ
テ
御
平

癒
ヲ
祈
り
泰
ル
ペ
シ
」
と
命
じ
た
の
で
あ
る
が
、
七
月
三
十
日
、
遂
に
崩
御
あ
ら
せ
ら
る
シ
や
、

天
皇
陛
下
本
日
午
前
零
時
四
十
三
分
御
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
ク
リ
制
服
着
用
（
靴
黒
色
）
直
二
登
校
ス
ペ
シ

七
月
三
十
日
午
前
五
時
一
一
十
分

式
ノ
順
序
左
之
通

大
正
元
年
九
月
九
日

明
治
天
皇
御
大
葬
遥
拝
式
順
序

本
月
十
三
日

明
治
天
皇
御
大
葬
一
一
付
當
日
午
後
十
「
時
校
内
鵠
操
場
一
一
於
テ
遥
拝
式
ヲ
行
う

し
に
。

次
二
年
生
拝
禮

次
一
年
生
拝
禮

右
終
テ
職
員
退
場

次
職
員
（
高
等
官
及
教
授
取
扱
者
）
拝
禮

次
職
員
（
判
任
官
以
下
）
拝
禮

次
三
年
生
拝
禮
（
但
鵠
操
科
教
員
ノ
指
揮
二
依
ル
、
拝
禮
絡
テ
退
場
）

次
校
長
拝
禮

同
十
一
時
職
員
生
徒
式
場
整
列

九
月
十
一
一
一
日
午
後
十
時
三
十
分
迄
一
一
職
員
生
徒
登
校
ス
ヘ
シ

本
月
十
三

第
一
章
第
五
高
等
學
校
前
期

但
號
鐘
ヲ
以
テ
報
ス

同同

第
五
高
等
學
校

第
五
高
等
學
校

生
徒

一

一

七



Ｉ
龍
南
會
雑

誌
の
記
事

遥
拝
式
の

準
備

御
大
葬
に

付
休
業

遥
拝
式
の

心
得

一
、
祭
場
一
一
ハ
机
ヲ
置
キ
白
布
ヲ
以
テ
之
ヲ
蔽
上
其
上
一
一
八
足
薑
ヲ
置
キ
其
上
一
一
紳
離
ヲ
置
ク

『
祭
場
ハ
別
紙
圖
面
ノ
如
ク
竹
一
一
テ
構
造
ス

ー
、
祭
場
ノ
四
方
二
蔓
提
灯
ヲ
黙
ス

『
遥
拝
線
及
各
年
級
生
徒
整
列
線
ハ
小
丸
提
灯
ヲ
黙
シ
テ
之
ヲ
示
ス

『
午
後
八
時
ヨ
リ
巡
覗
二
名
ヲ
シ
テ
校
内
ヲ
巡
覗
シ
非
常
警
戒
ヲ
篤
サ
シ
ム

生
徒
側
の
記
事
を
、
龍
南
會
雑
誌
に
つ
い
て
、
一
一
一
例
示
す
れ
ば
、

本
月
十
三
日
夜
明
治
天
皇
御
大
葬
遥
拝
式
暴
行
二
付
テ
ハ
左
ノ
通
心
得
へ
シ

一
、
生
徒
ハ
當
日
午
後
十
時
三
十
分
マ
デ
ニ
艦
操
場
整
列
線
二
集
合
ス
ヘ
シ

「
最
モ
靜
粛
一
一
シ
テ
敬
弔
ノ
意
ヲ
表
ス
ヘ
シ

ー
、
午
後
十
一
時
ノ
號
鐘
一
一
依
り
遥
拝
所
二
整
列
ノ
ト
キ
ハ
順
次
各
年
級
二
列
ノ
儘
遙
拝
線
二
進
ミ
拝
禮
ヲ
爲
ス
ヘ
シ

ー
、
各
年
級
拝
禮
ヲ
経
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
靜
粛
二
退
場
ス
ヘ
シ

「
雨
天
ノ
ト
キ
ハ
式
場
ヲ
濟
美
館
二
鍵
更
ス

ー
、
服
装
ハ
本
校
制
服
（
上
下
黒
）
喪
章
ヲ
付
シ
靴
ハ
黒
色
ト
ス

但
本
年
ノ
新
入
生
ハ
和
服
二
袴
ヲ
著
用
シ
草
履
ヲ
穿
ヅ
コ
ト
ヲ
得

大
正
元
年
九
月
十
日

第
五
高
等
學
校

か
く
て
そ
の
準
備
と
し
て
、
左
の
如
く
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

『
中
門
二
蔓
提
灯
事
務
所
玄
關
二
釣
提
灯
ヲ
黙
ス

ー
、
遥
拝
所
ハ
鵠
操
場
ト
シ
寅
ノ
方
位
二
設
ク

明
治
天
皇
御
大
喪
儀
一
一
付
本
月
十
一
一
百
ヨ
リ
十
五
日
迄
授
業
ヲ
休
停
ス

大
正
元
年
九
月
十
日

陛
下
の
崩
御
の
悲
報
あ
り
。
一
同
花
然
爲
す
所
を
知
ら
す
。
鳴
呼
何
た
る
不
幸
の
日
ぞ
。
六
千
萬
の
赤
心
こ
め
し
祈
願
も
水
の

泡
と
歸
し
た
の
か
。
校
長
に
水
泳
部
の
今
後
の
虚
置
を
打
電
す
る
と
榛
運
ひ
に
校
長
よ
り
は
今
朝
午
前
六
時
水
泳
部
の
解
散
を
命

ぜ
ら
れ
た
る
電
報
が
つ
い
た
。
直
に
解
散
を
全
員
に
告
げ
た
。
皆
倉
皇
行
李
を
尤
夢
ん
で
歸
路
に
つ
い
た
。
（
下
略
）

先
帝
陛
下
昨
夜
危
険
な
る
御
容
態
に
成
ら
せ
ら
れ
校
長
よ
り
も
特
に
電
報
を
以
て
御
通
知
あ
り
。
我
等
は
心
中
切
に
御
平
癒
を

祈
り
奉
る
の
で
あ
る
。
（
下
略
）

七
月
三
十
日

七
月
二
十
九
日

第
一
章
第
五
高
等
學
校
前
期

第
一
章
第
五
高
等
學
校
前
期

水
泳
部
日
記

第
五
高
等
學
校

二
七
四

生
徒

生
徒

い
た
。
（
下
略
）

（
第
百
四
十
八
號
雑
報
）

二
七
五



桃
山
御
陵

参
拝

が
、
放
行
の
概
況
に
就
い
て
は
、
龍
南
會
雑
誌
第
百
四
十
八
號
雑
報
の
記
事
を
以
て
、
之
に
代
へ
た
い
と
恩
ふ
。

恩
ひ
出
の
記

而
し
て
十
月
十
一
一
日
よ
り
、
往
復
一
週
間
を
以
て
、
職
員
生
徒
一
同
、
桃
山
御
陵
参
拝
修
學
族
行
を
な
し
た
。
庶
務
課
の
命
令
簿

に
は
、
長
谷
川
・
平
塚
・
奥
・
小
島
・
本
田
・
松
本
・
小
豆
澤
・
由
比
・
山
形
・
牧
山
・
山
田
・
木
下
・
宮
野
・
江
部
・
菊
地
・
今

井
・
山
下
・
小
野
・
椎
名
・
齋
藤
の
各
教
授
、
井
場
助
教
授
、
吉
弘
・
後
藤
・
加
藤
三
講
師
、
山
田
・
伊
東
二
書
記
、
柿
田
校
醤
、

及
び
政
木
雇
に
對
し
て
、
十
月
七
日
付
を
以
て
、
「
生
徒
桃
山
陵
御
参
拝
修
學
旅
行
一
一
付
伏
見
へ
出
張
ヲ
命
ズ
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る

十
月
十
二
日
よ
り
十
七
日
ま
で
の
一
週
間
は
．
思
出
多
言
一
週
間
な
り
け
り
。
十
一
一
日
よ
り
十
六
日
迄
に
は
伏
見
桃
山
な
る
明
治

天
皇
の
御
陵
に
参
拝
し
、
併
せ
て
京
都
市
附
近
の
景
勝
を
探
り
、
十
七
日
は
、
こ
の
旅
行
の
つ
か
れ
を
休
め
む
と
て
臨
時
休
業
な

り
。
（
中
略
）
十
一
一
百
の
午
後
一
一
一
時
す
ぎ
京
都
に
着
き
て
宿
を
求
め
、
今
宵
は
思
ひ
ノ
ー
に
薔
都
の
夜
の
賑
を
み
た
り
。
己
れ
も
新

京
極
．
祇
園
あ
た
り
を
見
あ
り
き
ね
。
明
日
の
参
拝
を
思
ひ
て
、
夜
一
夜
い
も
ね
ら
れ
で
明
し
け
り
。
十
四
日
。
東
も
い
つ
し
か

白
み
ぬ
れ
ば
い
ざ
や
先
帝
の
御
陵
に
詣
で
む
と
午
前
七
時
京
都
を
出
で
，
電
車
を
か
り
て
伏
見
に
至
り
、
鍋
島
町
に
て
服
装
を
正

し
直
に
桃
山
御
陵
に
の
ぼ
る
。
道
の
雨
側
は
竹
林
に
て
、
幽
遼
の
氣
人
に
せ
ま
り
、
粛
々
た
る
一
行
、
襟
を
正
し
う
す
。
遥
迄
た

る
小
径
を
上
り
つ
む
れ
ば
、
薑
本
丸
千
蝋
敷
の
跡
は
、
坦
と
し
て
碁
盤
の
如
し
。
数
棟
の
握
舍
は
、
檜
木
の
白
木
造
、
桧
皮
葺
に

て
情
律
云
は
ん
方
な
し
。
近
衞
の
衛
兵
所
為
に
立
ち
た
り
。
右
手
の
一
小
舍
に
あ
る
葱
華
輩
を
拝
し
つ
夢
御
霊
殿
の
正
面
。
石
階

段
の
下
に
至
る
。
時
に
午
前
九
時
。
一
同
最
敬
禮
を
な
し
て
恐
る
ノ
ー
仰
ぎ
見
奉
れ
ば
、
小
高
き
小
山
の
頂
、
清
淨
無
比
の
露
場

に
帥
な
が
ら
称
鎮
ま
り
ま
ぜ
る
日
の
大
君
、
御
心
靜
か
に
桃
山
の
風
光
を
め
で
き
せ
王
ひ
つ
シ
天
が
下
を
や
守
り
お
は
し
ま
す
ら

む
と
恩
ひ
奉
れ
ば
、
董
嵩
懐
恰
と
し
て
在
す
が
如
し
。
何
し
ら
ぬ
松
の
、
ひ
と
り
榮
え
顔
な
る
も
悲
し
・
草
葬
の
微
臣
、
か
し
こ

く
も
今
、
目
の
あ
た
り
か
く
拝
し
奉
り
て
は
、
恭
じ
け
な
さ
、
悲
し
さ
に
身
の
お
き
所
な
く
、
涙
土
試
落
ち
に
は
ふ
り
お
つ
。
今

を
か
ぎ
り
の
如
き
心
地
せ
ら
れ
て
、
ふ
り
か
へ
り
奉
り
つ
夢
退
ｂ
い
づ
。
新
開
道
の
青
竹
の
御
門
の
ほ
と
り
に
て
解
散
せ
ら
れ
た

（
上
略
）
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遥
拝
式

九
月
十
一
一
一
日
の
夜
十
一
時
，
職
員
生
徒
一
同
謹
ん
で
遥
拝
式
を
行
へ
り
。
其
夜
の
ざ
ま
を
い
へ
ば
先
づ
武
夫
原
の
丑
寅
の
方
に
賞

ひ
ら
ろ
ぎ

っ
て
紳
離
を
設
け
た
り
。
こ
は
先
帝
の
御
蕊
轄
の
出
て
ま
す
東
京
は
熊
本
よ
り
は
丑
寅
に
鴬
れ
ば
な
り
。
其
前
に
高
張
提
灯
一
一

つ
を
た
て
学
少
し
く
明
り
を
と
り
た
れ
ば
、
闇
の
中
に
も
い
と
ほ
の
か
に
そ
こ
と
見
や
ら
れ
た
り
。
こ
画
よ
り
未
申
の
方
廿
間
ば

か
り
の
虚
に
叉
高
張
提
灯
を
立
て
麓
生
徒
の
集
合
場
と
し
職
員
は
此
間
に
て
戌
亥
の
方
に
集
ま
ら
る
シ
こ
と
な
り
。
生
徒
の
所
作

進
退
は
提
灯
に
て
合
圖
を
な
し
す
べ
て
無
一
一
一
一
易
禮
と
定
め
ら
れ
た
り
。
さ
て
こ
の
夜
は
十
時
頃
よ
り
曇
り
し
室
は
や
が
て
雨
と
な

り
し
か
十
一
時
頃
に
な
り
て
雨
は
た
と
止
み
け
れ
ば
職
員
生
徒
各
定
め
の
場
所
に
つ
き
ぬ
。
物
皆
し
づ
か
に
て
高
張
提
灯
の
火
影

つ
罫
け
ざ
ま
に
ま
た
シ
く
。
官
位
の
次
第
の
圭
箆
に
職
員
の
拝
禮
経
れ
ば
合
圖
の
提
灯
靜
に
あ
が
り
て
三
年
よ
り
つ
ぎ
ノ
ー
に
横

隊
に
て
進
み
一
間
ば
か
り
こ
な
た
よ
り
恭
し
く
拝
禮
を
な
す
。
今
し
御
霊
霧
は
帝
都
を
出
で
お
は
し
ま
き
ら
む
と
し
ぬ
び
奉
り
し

心
地
い
つ
の
よ
か
こ
心
れ
奉
ら
な
・
あ
は
れ
と
鑿
さ
へ
い
で
雰
靜
に
立
ち
分
れ
ぬ
。
時
は
十
一
時
半
す
ぎ
ば
か
り
に
や
あ
り
け
む
・

よ
く
も
覺
え
ず
雨
ふ
た
シ
ぴ
ふ
り
い
で
ぬ
。
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●

（
寵
南
第
百
四
十
七
號
雑
報
）

二
七
七
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明
治
紳
宮

献
木

而
し
て
右
は
、
豫
め
高
等
墨
校
長
間
に
交
渉
協
議
を
爲
し
た
後
、
局
長
よ
り
各
校
別
に
献
納
す
べ
き
由
の
通
牒
に
接
し
た
の
で
、
同

年
三
月
七
日
付
を
以
て
、
瀬
戸
第
一
高
等
學
校
長
の
手
に
調
製
せ
ら
れ
た
收
支
計
算
表
が
届
け
ら
れ
た
。

明
治
榊
宮
獣
木
は
、
固
よ
り
本
校
の
み
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
本
校
竝
に
高
等
學
校
に
關
係
あ
る
こ
と
を
略
記
し
て
見
れ
ば
、
大

正
六
年
二
月
一
一
十
一
一
一
日
、
松
浦
専
門
學
務
局
長
よ
り
、
左
の
如
き
通
知
が
あ
っ
た
。

蕊
一
一
東
京
帝
國
大
學
農
科
大
學
へ
御
依
托
相
成
候
明
治
祁
宮
獣
木
苗
木
購
入
仕
立
等
二
關
ス
ル
義
今
般
完
了
致
候
一
一
付
テ
ハ
別
紙

献
木
願
明
治
榊
宮
造
誉
局
へ
直
接
御
差
出
相
成
候
様
致
度
筒
樹
種
員
数
收
支
計
算
等
ハ
別
紙
ノ
邇
二
有
之
候
此
段
申
進
候
也

大
正
六
年
二
月
一
一
十
一
日

文
部
省
専
門
學
務
局
長
松
浦
鎖
次
郎

第
五
高
等
學
校
長
吉
岡
螂
甫
殿

追
テ
本
件
ニ
關
シ
テ
ハ
農
科
大
學
へ
不
紗
手
数
相
煩
候
次
第
二
有
之
候
條
可
成
同
學
長
へ
謝
壯
御
差
出
相
成
候
様
致
度
爲
念
右
申

添
候
也

第
一
章
第
五
高
等
學
校
前
期

二
七
入

り
。
各
々
桓
武
帝
の
柏
原
の
御
陵
に
詣
づ
。
帥
さ
び
立
て
る
松
の
並
木
を
引
き
め
ぐ
ら
し
、
鎮
ま
り
ま
せ
る
聖
の
帝
を
千
と
せ
の

下
に
ふ
し
お
が
み
奉
れ
る
心
地
い
か
ば
か
り
ぞ
。
同
じ
桃
山
と
い
ふ
に
此
二
聖
帝
の
鎖
り
ま
せ
し
を
恩
ひ
奉
れ
ば
、
感
慨
無
量
、

自
ら
を
瞑
目
叉
手
せ
ら
る
。
（
中
略
）

十
五
日
。
午
後
三
時
よ
り
歸
途
に
つ
く
。
十
六
日
ま
で
は
汽
車
の
中
。
（
中
略
）
十
七
日
の
午
前
四
時
頃
歸
校
せ
り
。
（
下
略
）

シ
ヒ

シ
ラ
カ
シ

計第第第第第第第 校

樹
種

第
一
章
第
五
高
等
學
校
前
期

上六五四三二 名 明
治
耐
官
職
木

献
木
一
一
開
ス
ル
金
員
收
支
計
算
書

樹
齢
一
樹

高

獣
木
代
金
收
入

円

一
五
四
、
七
○

一
○
四
、
七
六

・
一
一
九
、
二
五

九
九
、
二
五

一
二
八
、
○
○

八
○
、
○
○

一
○
○
、
○
○

一一

○○年

同
上
預
金
利
子
配
徴

円

五
、
四
○

二
、
七
四

二
、
八
五

二
、
四
五

二
、
九
○

二
、
一
○

二
，
九
○

五四
、、

○○間

至自 目
邇
周
園
一
員

敷
一
根
廻
年
月
一
搬
入
ノ
時
期

一一

八四九

ｓづづ寸合

一
六
○
二
○

一
○
七
、
五
○

一
二
二
、
一
○

一
○
一
、
七
○

一
三
○
、
九
○

八
二
二
○

一
○
二
、
九
○

計
一
献
木
購
入
代
金
一
差

一
六
○
二
○

一
○
七
、
五
○

一
二
二
、
一
○

一
○
一
、
七
○

一
三
○
，
九
○

八
二
二
○

一
○
二
、
九
○

一

一

七

九

同同同同同同ナ
シ

弓



御
大
典
跡

拝
観

御
即
位
腿

奉
祀
式

御
容
態
天

機
奉
伺

敬
悼
式
と

遥
拝
式

に
登
り
其
旨
を
述
べ
、
絶
っ
て
職
員
前
列
の
中
央
よ
り
約
三
尺
前
に
着
席
す
る
。
や
が
て
幹
事
の
宜
一
一
一
一
回
に
依
り
、
墨
校
長
御
眞
影

を
開
扉
・
こ
の
間
職
員
生
徒
は
、
篭
操
教
官
の
號
令
の
下
県
最
敬
禮
を
爲
す
。
か
く
て
教
授
の
一
名
、
楽
器
を
奏
し
始
め
、
第
一

向
を
絶
る
と
共
に
、
職
員
生
徒
一
同
、
｜
一
同
齊
唱
。
次
で
、
幹
事
の
職
員
拝
賀
と
宣
言
す
る
を
待
ち
、
墨
校
長
に
依
っ
て
、
一
同
猿

敬
禮
・
拝
賀
経
れ
ば
、
高
等
官
及
び
之
に
準
ず
る
者
の
前
列
は
右
側
に
、
後
列
は
左
側
に
、
各
二
列
に
整
列
し
、
判
任
官
及
び
之
に

準
ず
る
者
は
、
中
央
よ
り
分
れ
、
右
半
は
右
側
職
員
の
後
に
、
左
半
は
左
側
職
員
の
後
に
鑿
列
。
生
徒
は
艘
操
教
官
の
號
令
を
以

て
最
敬
禮
を
行
ふ
。
後
、
學
校
長
の
勅
語
奉
讃
、
竝
に
訓
話
了
ろ
や
、
｜
一
一
た
び
壇
上
に
昇
り
て
、
「
天
皇
陛
下
萬
歳
」
と
唱
へ
、

職
員
生
徒
一
同
「
萬
歳
」
と
和
し
、
學
校
長
の
「
萬
歳
」
に
和
し
て
、
一
同
「
萬
歳
月
再
び
學
校
長
の
「
萬
歳
」
に
和
し
て
一
同

「
萬
歳
」
、
此
を
以
て
式
を
了
っ
た
の
で
あ
る
。

御
大
典
跡
拝
観
修
學
旅
行

大
正
四
年
庶
務
課
日
記
に
は
、
次
の
如
く
書
い
て
あ
る
。

大
正
天
皇
御
即
位
艫
奉
祇
式
は
、
大
正
四
年
十
一
月
十
日
午
後
二
時
よ
り
、
雨
天
龍
操
場
に
於
て
、
い
と
厳
か
に
執
行
は
れ
た
・

生
徒
の
着
席
了
る
や
、
職
員
判
任
官
及
び
之
に
準
す
る
者
は
、
生
徒
の
前
列
よ
り
約
一
一
一
尺
前
に
一
列
に
、
高
等
官
及
び
之
に
準
ず
る

者
は
、
判
任
官
の
列
よ
り
約
一
一
一
尺
前
に
一
一
列
に
整
列
し
て
、
開
式
を
待
つ
。
既
に
し
て
幹
事
開
式
を
宣
す
る
や
、
吉
岡
校
長
、
壇
上

京
都
へ
修
學
旅
行
一
行
本
朝
未
明
出
發
セ
ラ
ル
文
部
省
へ
本
學
年
一
覧
進
達
ヲ
ナ
セ
リ

又
、
同
課
の
命
令
簿
に
は
、
小
島
・
本
田
・
村
上
・
宮
野
・
小
松
・
西
澤
の
各
教
授
、
松
尾
・
池
田
二
講
師
、
柿
田
校
馨
、
小
陳
。
山

田
・
伊
東
一
一
一
書
記
、
及
び
政
木
雇
に
對
し
て
、
同
年
十
一
月
一
一
十
四
日
付
を
以
て
、
「
生
徒
修
學
旋
行
二
付
京
都
へ
出
張
ヲ
命
ズ
」
と

記
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
旋
行
の
概
況
に
關
し
て
は
、
龍
南
會
雑
誌
に
も
寸
言
な
く
、
已
む
を
得
ず
同
行
の
教
授
並
に
中
野
現
小
使

取
締
な
ど
の
記
憶
に
依
る
外
な
い
が
、
へ
丁
そ
の
話
に
從
へ
は
、
参
加
生
徒
七
百
数
十
名
は
、
一
一
十
日
夜
半
、
特
別
列
車
を
以
て
途
に
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一
（
八
一

昭
憲
皇
太
后
陛
下
御
大
葬
遥
拝
式

大
正
三
年
四
月
九
日
、
皇
太
后
陛
下
御
容
態
御
不
良
に
就
い
て
は
、
直
に
吉
岡
校
長
の
名
を
以
て
天
機
を
奉
伺
し
、
同
月
十
一

日
午
前
一
一
時
十
分
、
遂
に
崩
御
あ
ら
せ
ら
れ
た
の
で
、
同
日
午
後
一
時
一
一
十
分
よ
り
、
雨
天
艦
操
場
に
於
て
敬
悼
式
を
墨
行
し
、
五

月
一
千
四
日
の
御
大
葬
遥
拝
式
は
、
午
後
八
時
よ
り
、
先
帝
陛
下
と
略
同
様
の
形
式
を
以
て
、
極
め
て
巌
輔
に
執
行
せ
ら
れ
た
。

而
し
て
大
正
六
年
四
月
十
一
日
に
は
、
午
前
十
時
よ
り
、
雨
天
鰐
操
場
に
於
て
、
昭
憲
皇
太
后
式
年
祭
遥
拝
式
も
暴
行
さ
れ
た
。

右
表
中
、
本
校
分
の
百
二
十
八
面

十
三
日
付
、
瀬
戸
校
長
宛
銀
行
皿

鐘
を
、
別
途
に
献
金
し
て
ゐ
る
。

大
正
四
年
庶
務
課
日
記
に
は
、

十
二
月
一
一
十
日
（
月
曜
）
曇

第

第
一
章
第
五
高
等
學
校
前
期

計

本
校
分
の
百
一
一
十
八
圓
は
、
職
員
五
十
四
人
分
四
十
一
一
一
圓
、
生
徒
八
百
五
十
人
分
八
十
五
圓
で
、
去
る
大
正
四
年
十
月
一
一

、
瀬
戸
校
長
宛
銀
行
小
切
手
を
以
て
送
付
し
た
。
尚
又
、
明
治
榊
宮
奉
賛
會
宛
に
は
、
職
員
よ
り
、
百
四
十
六
園
一
一
一
十
一
一

八

第
八
節
御
即
位
禮
奉
祇
式
、
御
大
典
式
場
跡
拝
観
修
學
旋
行
竝
に
立
大
子
禮
奉
覗
式

九
一
、
三
五

八
七
七
、
三
一

二
、
五
五

二
三
、
八
九

九
三
、
九
○

九
○
一
、
二
○

九
三
、
九
○

同

九
○
一
、
二
○

同

八

○




